
No 質 問 回 答 

1 管理票への記載は助成対象となる分のみか？ お見込みの通りです。 

2 入院時の食事負担額は管理票に記載するのか？ 記載しないでください。 

3 管理票の日付は診療日を記入しますか？ 診療日の属する月の管理票に徴収日で記入してください。

4 

訪問看護など１か月分をまとめて翌月に請求す

ることしかできない場合は、管理票はどのよう

に記載すればよいか？ 

診療日の属する月の管理票に徴収日でまとめて記入してい

ただいて構いません。 

5 

管理票のみ忘れた人はどのようにすればよい

か？ 

上限額まで徴収して構いません。後日償還払い対応となり

ます。支払を保留、後日調整できる場合は行っていただい

て構いません。管理票の日付も、必ずしも順番通りになら

なくて構いませんが、受給者が上限を超えて払うことのな

いように御注意ください。 

6 介護保険分も合算、管理票に記載するのか？ お見込みのとおりです。 

7 医療費証明書の文書代は助成対象になるか？ 対象になりません。 

8 

管理票と医療費証明書の両方の記載依頼をされ

た場合はどのように記載すればよいか？ 

管理票に記載するのは、受給者証を確認し難病医療費助成

の対象として扱った分になります。 

証明書に記載するのは、受給者証が確認できず、ただの保

険診療として扱った分になります。 

同じ医療の内容が両方に記載されることのないようにして

ください。 

9 

受給者証がまだ届いていなかった患者の取扱に

ついて、病院は償還払い、薬局は支払猶予とな

った場合など、医療機関によって扱いが異なる

場合はどうなるのか？ 

償還払い対応の指定医療機関は、後日受給者から記載を依

頼される医療費証明書を記載してください（管理票は記載

しないでください）。 

支払猶予対応の指定医療機関は、受給者証と管理票を確認

して清算し、管理票を記載してください（医療費証明書は

記載しないでください）。 

受給者は、証明書と該当月の管理票の両方を請求書と共に

浜松市に提出することになります。 

10
適用区分が空欄の場合はどのように扱えばよい

か？ 

裏面を御参照ください。 

11

受給者証に当医療機関名が記載されていない場

合はどのようにしたらよいか？ 

裏面を御参照ください。 

R4.10.1 から難病指定医療機関であれば、医療機関名の記

載が無くても医療費助成の対象（公費請求可能）となりま

す。 

12

「浜松市重度心身障害者医療費助成金受給者

証」など、他の医療費助成制度を併せて利用す

る場合、管理票はどう記載したらよいか？ 

あくまで指定難病医療費助成における一部負担金の額を記

載することとし、重度医療等で徴収した自己負担金（500

円）等を記載することのないようにしてください。 

このため、管理票に記載する指定難病医療費助成上の自己

負担額と、実際の本人窓口負担額とは異なる場合がありま

す。 

医療機関の方から寄せられている質問について 
R4.10 浜松市 



（表）

（裏）

特定医療費（指定難病）受給者証 ＜見本＞ R6.1 浜松市

適用区分（医療保険の所得区分）について 

・通常は、保険者照会の結果、70歳未満は５区分（ア、イ、ウ、エ、オ）、

70 歳以上は６区分（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ）のいずれかが入ります。

・ただし、保険証が変わった場合など、一時的に空欄の場合があります。

その場合は、レセプト上の特記事項も空欄としてください。

・空欄の際の扱いは以下のとおりとなります。

・70歳未満の者：区分ウ 80,100 円＋（医療費－267,000 円）×１％ 

・70 歳以上の者（入院）：一般所得（Ⅲ） 57,600 円 

・70 歳以上の者（外来）：一般所得（Ⅲ） 18,000 円 

・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の提示があり、

明らかに確認できる場合は、そちらの区分を適用していただいて構いま

せん。

公費負担者番号は、受給者によって異なる場合があるので必ず御確認くだ

さい。

特定医療費（指定難病）受給者証に関して、特記すべき事項がある場合は、

「備考欄」にその内容を記載していますので御確認ください。

指定医療機関欄の記載について 

・令和 4 年 10 月 1 日より、ここに記載されている医療機関以外であって

も、各都道府県・政令指定都市の難病指定医療機関であれば医療費助成

の対象（公費請求可能）となります。 

・指定されていない医療機関については医療費助成の対象にはなりません。

有効期間の過ぎた受給者証は使用できません。受診毎に必ず有効期間・金

額等を御確認ください。


